
 
 

瀬戸市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月２２日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

瀬戸市条例第４９号 

瀬戸市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

瀬戸市水道事業給水条例（昭和３５年瀬戸市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（水道使用者等の届出義務） （水道使用者等の届出義務） 

第２４条 水道使用者等は、次の各号の一に該当

する場合は、あらかじめ市長に届け出なければ

ならない。 

⑴ ＜省略＞ 

 

⑵ ＜省略＞ 

第２４条 水道使用者等は、次の各号の一に該当

する場合は、あらかじめ市長に届け出なければ

ならない。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 用途を変更するとき。 

⑶ ＜省略＞ 

（料金） （料金） 

第３０条 料金は、次の表に定めるところにより

算定した基本料金の額及び従量料金の額にそれ

ぞれ１００分の１１０を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

を合算した額とする。 

第３０条 料金は、給水料及びメーター使用料と

する。 

 ⑴ 給水料の額は、次の表に定めるところによ

り算出した基本料金と超過料金の額にそれぞ

れ１００分の１１０を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。

）を合算した額とする。 

基本料金 従量料金 

（１立方メートルに

つき） 

メーターの口

径 

料金 

（１月につき

種別及

び用途 

基本料金 

（１月につき） 

超過料金 

（１立方メート

ルにつき） 

備考 



 
 

） 

 

ミリメートル 

１３ 

円 

１，０１５ 

１０立方メートルま

で ６０円 

１０立方メートルを

超え２０立方メート

ルまで ２００円 

２０立方メートルを

超え５０立方メート

ルまで ２７０円 

５０立方メートルを

超え１００立方メー

トルまで ３２０円 

１００立方メートル

を超えるもの ３５

０円 

２０ １，２４５ 

２５ １，３７０ 

４０ １，４９５ 

５０ ４，１６０ 

７５ ６，５４５ 

１００ ６，９３０ 

１５０ １４，８２５ 

 

基本水

量 

金額 超過水

量 

金額 

家庭用 立方メ

ートル 

１０ 

円 

 

９７５ 

立方メ

ートル

１０ま

で 

円 

１５５ 

一般家庭

用 

  １０を

超え４

０まで 

２００  

４０を

超える

もの 

２５５  

営業用 １０ ９７５ １０ま

で 

１７０ 官公署、

学校、病

院、工場

、事務所

及び次欄

に属しな

い営業に

使用する

もの 

１０を

超え４

０まで 

２１０ 

４０を

超え９

０まで 

２５５ 

９０を

超える

もの 

２８０ 

湯屋営

業用 

１０ ７５５ － ８０ 一般公衆

浴場に使

用するも

の 

娯楽用 １０ ２，０

２０ 

－ ２８０ 噴水、滝

、園地そ

の他娯楽

に使用す

るもの 

臨時・ 

散水用 

１０ １，２

９５ 

１０ま

で 

１７０ 建設工事

、散水そ

の他一時１０を ２１０ 



 
 

超え４

０まで 

的に使用

するもの 

４０を

超え９

０まで 

２５５ 

９０を

超える

もの 

２８０ 

私設共

用 

１０ ６７５ １０ま

で 

１３５  

１０を

超える

もの 

１７５ 

 

 ⑵ メーター使用料の額は、次の表に定めると

ころにより算出した額に１００分の１１０を

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは

、これを切り捨てる。）とする。 

 口径 金額（１個１月につき） 

ミリメートル 

１３ 

円 

４０ 

２０ ５０ 

２５ ８０ 

４０ １６０ 

５０ ３６０ 

７５ ５００ 

１００ ６００ 

１５０ １，９００ 
 

 

第３１条 削除 

（最低使用水量） 

第３１条 最低使用水量は、基本料金の水量とし

、１給水装置の１月の使用水量が、前条第１号

に定める基本料金の水量に満たない場合であっ

ても、基本料金の水量まで使用したものとして

計算する。 

（使用水量の認定） （使用水量及び用途の認定） 



 
 

第３３条 市長は、次の各号の一に該当するとき

は、使用水量を認定する。 

第３３条 市長は、次の各号の一に該当するとき

は、使用水量及びその用途を認定する。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 料率の異なる２種以上の用途に水道を使用

するとき。 

⑵ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

（特別な場合における料金の算定） （特別な場合における料金の算定） 

第３５条 月の中途において、水道の使用を開始

し若しくは廃止し又は中止したときの料金は、

次のとおりとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

第３５条 月の中途において、水道の使用を開始

しもしくは廃止しまたは中止したときの料金は

、次のとおりとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

２ 前項第１号の場合において、使用水量が最低

使用水量の２分の１を超えるときは、その超え

る部分は、超過料金として同号の料金に加算す

る。 

２ 前項第１号の場合において、使用水量が最低

使用水量の２分の１をこえるときは、そのこえ

る部分は、超過料金として同号の料金に加算す

る。 

３ 月の中途において、メーターの口径に変更が

あった場合は、その使用日数の多い口径の料金

を適用して算定する。ただし、使用日数が同じ

であるときは、変更後のメーターの口径に従う

。 

３ 月の中途において、その用途に変更があった

場合は、その使用日数の多い料率を適用して算

定する。 

（料金算定基準の認定） （用途その他の認定） 

第３７条 使用者が届け出た料金の算定基準とな

る事項が事実と相違するときは、市長がこれを

認定する。 

第３７条 用途その他算定基準の届け出が事実と

相違するときは、市長がこれを認定する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（経過措置） 

２ 改正後の瀬戸市水道事業給水条例（以下「改正後の条例」という。） 

 第３０条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給し 



 
 

 ている水道の使用で、同日前までの使用水量に係る料金が含まれる場合 

 については、なお従前の例による。 

 （令和１０年３月分までの料金に関する特例） 

３ 令和１０年３月分までの料金については、改正後の条例第３０条の表 

 の規定にかかわらず、「１０立方メートルまで ６０円」とあるのは「 

 １０立方メートルまで ０円」とする。 


